
 
 

第３１回 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 
日 時︓令和２年３月２３日（月）17:00〜 

場 所︓本庁舎 442 会議室 

 

 

 

１ 現状の報告と今後の対応 
① 保健所 

 

 

② 電話相談（健康医療相談・一般相談・融資等相談） 

 

 

③ 児童・生徒対応 

 

 

④ 経済対策 

 

 

⑤ 広報 

 

 

⑥ その他 



月日 新型コロナウイルス感染

症保健所相談電話件数

2/3 19

2/4 12

2/5 11

2/6 8

2/7 10

2/8 2

2/9 0

2/10 7

2/11 0

2/12 15

2/13 3

2/14 24

2/15 4

2/16 2

2/17 40

2/18 33

2/19 33

2/20 29

2/21 30

2/22 22

2/23 3

2/24 24

2/25 61

2/26 53

2/27 58

2/28 32

2/29 25

3/1 29

3/2 144

3/3 79

3/4 72

3/5 61

3/6 75

3/7 43

3/8 40

3/9 75

3/10 60

3/11 55

3/12 50

3/13 74

3/14 54

3/15 47

3/16 93

3/17 55

3/18 63

3/19 69

3/20 42

3/21 43

3/22 29

1,912累計（3/22まで）
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月日
新型コロナウイルス感染

症一般相談電話件数

2/28 25

2/29 16

3/1 16

3/2 169

3/3 73

3/4 58

3/5 47

3/6 41

3/7 17

3/8 21

3/9 56

3/10 52

3/11 47

3/12 40

3/13 46

3/14 28

3/15 26

3/16 68

3/17 37

3/18 50

3/19 58

3/20 34

3/21 33

3/22 26

1084累計（3/22まで）
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商工課

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ 危機関連
融資相談 ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ その他 合計 認定数 認定数

3月1日
3月2日 2 15 1 18 1 1
3月3日 0 9 2 11 0 0
3月4日 1 13 1 15 3 3
3月5日 0 12 4 16 5 5
3月6日 2 15 1 18 5 5
3月7日
3月8日
3月9日 2 9 0 11 3 3
3月10日 2 24 2 28 8 8
3月11日 7 11 3 21 6 6
3月12日 1 12 0 13 1 1
3月13日 1 26 2 29 9 0 9
3月14日
3月15日
3月16日 1 38 0 39 15 2 17
3月17日 0 31 1 32 17 1 18
3月18日 2 23 2 27 13 0 13
3月19日 5 30 2 37 14 1 15
合計 26 268 21 315 100 4 104

合計

新型コロナウイルス感染症 融資等相談件数
（３月19日 17時30分現在）

相談件数



令和 2年 3月 23 日(月) 

新型コロナウイルス感染症対策本部資料 

新型コロナウイルス感染症対策による 

保育所保育料及び給食費等の減免について 

 

市では、令和 2 年 2 月 28 日付で保育所等の施設や保護者の方へ、感染予防の観点から、

可能な限り家庭での保育をお願いしているところです。 

 このような登園自粛にご協力いただいた場合の保育料につきましては、減免の取扱いを

行わない方向でご説明しておりましたが、新たに示された国の方針に基づき、保育料等の日

割り計算による減免を行うこととなりましたので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

◆保育料について 

 令和 2 年 3 月において、登園自粛等により欠席をしている児童の保育料について、日割

り計算を行います。なお、欠席について、理由は問いません（土曜日や臨時休園も含みま

す。）。 

 また、登園している園が市の要請により臨時休園となった場合や、児童が濃厚接触者とな

った場合においても同様の取扱いとなります。 

 

◆公立保育所の給食費について 

 公立保育所の３歳以上児の給食費については、保育料と同様に 3 月分については欠席分

について日割り計算を行います。 

※私立保育所等の給食費の取扱いについては、各施設により異なりますので各施設にお問

い合わせをお願いします。 

 

◆その他留意事項 

 ・今回の減免措置については、学校の一斉休業期間である３月分のみ実施するものですが、

今後の状況によっては延長となる可能性もあります。 

 ・公立保育所の月極延長保育料については、利用回数に応じた負担とする予定です。 

 ・手続きや還付方法等の詳細は現在検討段階です。詳細につきましては、後日対象の方に

お知らせする予定ですので、ご了承ください。 

  

 

こども支援局 子育て事業部 

【担当課】・保育料に関すること：保育入所課 

・民間保育施設に対する給付・補助に関すること：保育幼稚園支援課 

・公立保育所に関すること：保育所事業課 

 

 


